
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上にゲート絶縁膜を形成する工程
と、
　前記ゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有するマスク
材を形成した後、このマスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位置する前
記ゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜をパターニングして少なくとも前記第１素子領域に位置する前記ゲ
ート絶縁膜部分にパターン状の第１導電材料膜を形成した後、露出したマスク材をエッチ
ング除去する工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜を含む前記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕
事関数の異なる第２導電材料膜を形成し，この第２導電材料膜で前記第２素子領域に位置
する前記ゲート絶縁膜部分を覆う工程と、
　前記第１素子領域のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲート電極を形
成すると共に、前記第２素子領域のゲート絶縁膜上に前記第２導電材料膜からなる第２ゲ
ート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上の層間絶縁膜に複数のゲート溝
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をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板表面をそれぞれ露出させるよう
に形成する工程と、
　前記各ゲート溝を含む全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有するマスク
材を形成した後、このマスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位置する前
記ゲート溝のゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜を

パターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝を含む前記開
口部内にパターン状の第１導電材料膜を形成する工程と、
　露出したマスク材をエッチング除去して前記第２素子領域に位置するゲート溝を露出さ
せる工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置するゲート溝を含む前
記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電材料膜を形成する工
程と、
　前記第１素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲ
ート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第２
導電材料膜からなる第２ゲート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上の層間絶縁膜に複数のゲート溝
をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板表面をそれぞれ露出させるよう
に形成する工程と、
　前記各ゲート溝 を含む全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記各ゲート溝 前記ゲート絶縁膜 に 対してエッチング
選択比を有するマスク材

工程と、
　前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝内のマスク材を選択的にエッチング除去して
そのゲート溝内のゲート絶縁膜部分を露出させる工程と、
　前記露出したゲート溝内のゲート絶縁膜、前記層間絶縁膜および残存したマスク材の上
に薄い第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜をパターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝内の
ゲート絶縁膜を含む前記層間絶縁膜上にパターン状の第１導電材料膜を形成すると共に、
前記残存したマスク材を露出させる工程と、
　露出した残存マスク材をエッチング除去して前記第２素子領域に位置するゲート溝を露
出させる工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置するゲート溝を含む前
記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電材料膜を形成する工
程と、
　前記第１素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲ
ート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第２
導電材料膜からなる第２ゲート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜は、高比誘電率絶縁材料から作られることを特徴とする請求項１ない
し３いずれか記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記マスク材は、ＴＥＯＳから作られることを特徴とする請求項１ないし３いずれか記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
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前記開口部を除く前記マスク材表面が露出するまで化学機械研磨
することにより

の内面
内を含む 全面 このゲート絶縁膜に

を形成した後、前記層間絶縁膜上のゲート絶縁膜表面が露出する
まで化学機械研磨することにより前記各ゲート溝にマスク材をそれぞれ埋め込む



　前記マスク材のエッチングは、湿式エッチングまたはケミカルドライエッチングにより
なされることを特徴とする請求項１ないし３いずれか記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１導電材料膜は、窒化金属膜であり、前記第２導電材料膜は金属膜であることを
特徴とする請求項１ないし３いずれか記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関し、詳しくは仕事関数の異なるゲート電極を有す
る半導体装置の製造方法に係わる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、サブμｍのＭＯＳＦＥＴ素子の開発に伴ってゲート電極の空乏化が重要な課題と
なっている。従来、ゲート電極として不純物をドープした多結晶シリコンが採用されてい
る。しかしながら、不純物ドープ多結晶シリコンからなるゲート電極のゲート絶縁膜界面
に生じる空乏層によって、絶縁膜の膜厚が実効的に増加し、駆動力の低下を生じる。この
駆動力の低下は、ゲート絶縁膜の微細化が進むと無視できない問題になる。
【０００３】
　このような多結晶シリコンに代えて金属からなるゲート電極を採用することによりゲー
ト電極の空乏層を抑えることが有効である。また、金属ゲート電極はシリコンのミッドバ
ンドギャップに相当する仕事関数を有するために、例えばＮＭＯＳおよびＰＭＯＳの領域
で対称的しきい値電圧を形成することができる単一ゲート電極として適用することができ
る。
【０００４】
　しかしながら、例えばミッドバンドギャップに相当する仕事関数を有する金属ゲート電
極を単一ゲート電極とするＣＭＯＳにおいて、ＮＭＯＳおよびＰＭＯＳの素子領域でのフ
ラットバンド電圧（絶対値）が減少されて、不純物ドープ多結晶シリコン電極を用いた場
合と比べてしきい値電圧（絶対値）が増加する現象が生じる。しきい値電圧を下げるため
に、カウンタドーピングを用いて埋め込みチャンネルを形成することができるが、その場
合にはＭＯＳＦＥＴ素子の短チャンネル効果が増加し、微細な素子が形成できない。
【０００５】
　このようなことから、例えばＣＭＯＳにおいてＮＭＯＳおよびＰＭＯＳの素子領域に互
いに異なる仕事関数を持つ金属ゲートを各々形成することが行われている。特許文献１に
は、半導体素子のデュアル金属ゲートの形成方法が開示されている。このデュアル金属ゲ
ート形成方法は、ＰＭＯＳ領域およびＮＭＯＳ領域を有し、かつ前記ＰＭＯＳ領域および
ＮＭＯＳ領域の各々の上にダミーゲートが形成された半導体基板を供する工程と、前記ダ
ミーゲートを覆うように前記半導体基板上に層間絶縁膜を形成する工程と、前記ダミーゲ
ートが露出されるまで前記層間絶縁膜を研磨する工程と、前記ＰＭＯＳ領域とＮＭＯＳ領
域とに形成されたダミーゲートからいずれか一つを選択的に除去して、第１金属ゲート領
域を特定する第１溝を形成する工程と、前記第１溝を含んだ半導体基板の全領域上に第１
ゲート絶縁膜と第１金属膜を順次形成する工程と、前記層間絶縁膜が露出されるまで前記
第１金属膜と第１ゲート絶縁膜とをエッチングして前記第１溝内に第１金属ゲートを形成
する工程と、残りのダミーゲートを除去して第２金属ゲート領域を特定する第２溝を形成
する工程と、前記第２溝を含んだ半導体基板の全領域上に第２ゲート絶縁膜と第２金属膜
を順次形成する工程と、前記層間絶縁膜が露出されるまで前記第２金属膜と第２ゲート絶
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前記各ゲート電極の形成工程は、前記第２導電材料膜、パターン状の第１導電材料膜お
よびゲート絶縁膜を前記各ゲート溝を除く前記層間絶縁膜の表面が露出するまで化学機械
研磨することによりなされることを特徴とする請求項２または３記載の半導体装置の製造
方法。



縁膜とをエッチングして前記第２溝内に第２金属ゲートを形成する工程とを含む。
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１の方法では１つのダミーゲートを除去して第１溝を形成
し、この第１溝に第１ゲート絶縁膜および第１金属ゲートを埋め込んだ後、別の (残りの )
ダミーゲートを除去して第２溝を形成し、この第２溝に第２ゲート絶縁膜および第２金属
ゲートを埋め込んでデュアル金属ゲートを形成するため、ゲート絶縁膜の成膜工程が２回
必要で、工程が煩雑になる。また、第２ゲート絶縁膜を成膜する工程において第１金属ゲ
ートが露出しているため、第２ゲート絶縁膜の信頼性を低下させる。さらに、第２ゲート
絶縁膜を６００℃以上の高温で成膜すると、露出した第２金属ゲートが劣化する虞がある
。
【特許文献１】特開２００２－１９８４４１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、半導体基板上に１回のみの成膜工程でゲート絶縁膜を形成した後、このゲー
ト絶縁膜上に仕事関数の異なる導電材料を有するゲート電極をそれぞれ形成することが可
能な半導体装置の製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１態様によると、第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上に
ゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有するマスク
材を形成した後、このマスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位置する前
記ゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜をパターニングして少なくとも前記第１素子領域に位置する前記ゲ
ート絶縁膜部分にパターン状の第１導電材料膜を形成した後、露出したマスク材をエッチ
ング除去する工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜を含む前記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕
事関数の異なる第２導電材料膜を形成し，この第２導電材料膜で前記第２素子領域に位置
する前記ゲート絶縁膜部分を覆う工程と、
　前記第１素子領域のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲート電極を形
成すると共に、前記第２素子領域のゲート絶縁膜上に前記第２導電材料膜からなる第２ゲ
ート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【０００９】
　本発明の第２態様によると、第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上の
層間絶縁膜に複数のゲート溝をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板表
面をそれぞれ露出させるように形成する工程と、
　前記各ゲート溝を含む全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有するマスク
材を形成した後、このマスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位置する前
記ゲート溝のゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜を

パターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝を含む前記開
口部内にパターン状の第１導電材料膜を形成する工程と、
　露出したマスク材をエッチング除去して前記第２素子領域に位置するゲート溝を露出さ
せる工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置するゲート溝を含む前
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前記開口部を除く前記マスク材表面が露出するまで化学機械研磨
することにより



記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電材料膜を形成する工
程と、
　前記第１素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲ
ート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第２
導電材料膜からなる第２ゲート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００１０】
　本発明の第３の態様によると、第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上
の層間絶縁膜に複数のゲート溝をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板
表面をそれぞれ露出させるように形成する工程と、
　前記各ゲート溝 を含む全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記各ゲート溝 前記ゲート絶縁膜 に 対してエッチング
選択比を有するマスク材

工程と、
　前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝内のマスク材を選択的にエッチング除去して
そのゲート溝内のゲート絶縁膜部分を露出させる工程と、
　前記露出したゲート溝内のゲート絶縁膜、前記層間絶縁膜および残存したマスク材の上
に薄い第１導電材料膜を形成する工程と、
　前記第１導電材料膜をパターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝内の
ゲート絶縁膜を含む前記層間絶縁膜上にパターン状の第１導電材料膜を形成すると共に、
前記残存したマスク材を露出させる工程と、
　露出した残存マスク材をエッチング除去して前記第２素子領域に位置するゲート溝を露
出させる工程と、
　前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置するゲート溝を含む前
記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電材料膜を形成する工
程と、
　前記第１素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜を有する第１ゲ
ート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内のゲート絶縁膜上に前記第２
導電材料膜からなる第２ゲート電極を形成する工程と
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１２】
　 (第１実施形態 )
　 (第１工程 )
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上にゲート絶縁膜を形成する。つ
づいて、このゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有する
マスク材を形成した後、このマスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位置
する前記ゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する。
【００１３】
　前記第１素子領域および第２素子領域は、例えば前記半導体基板に形成した薄溝型素子
分離領域で分離する。
【００１４】
　前記ゲート絶縁膜は、例えばシリケート、高比誘電率絶縁材料から作ることができる。
特に、高比誘電率絶縁材料からゲート絶縁膜を形成すればその膜厚を厚くすることが可能
になるため、トンネルリークを抑制ないし防止して高信頼性の半導体装置を製造できる。
このような高比誘電率絶縁材料としては、例えばＴａ 2Ｏ 5，またはＨｆ，Ａｌ，Ｚｒ，Ｐ
ｄの少なくとも１つの金属を含む酸化物、酸窒化物、およびシリケートを挙げることがで
きる。
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の内面
内を含む 全面 このゲート絶縁膜に

を形成した後、前記層間絶縁膜上のゲート絶縁膜表面が露出する
まで化学機械研磨することにより前記各ゲート溝にマスク材をそれぞれ埋め込む



【００１５】
　前記マスク材は、前記ゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有する材料であれば如
何なるものでもよいが、特に第１導電材料膜と反応しない材料、例えばＴＥＯＳ、シラザ
ン、ボロンリン添加ガラス（ＢＰＳＧ）、ポリアリレンのような有機材料から形成される
ことが好ましい。
【００１６】
　（第２工程）
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する。つづいて、この第１導
電材料膜をパターニングして少なくとも前記第１素子領域に位置する前記ゲート絶縁膜部
分にパターン状の第１導電材料膜を形成する。この時、前記マスク材が露出される。露出
したマスク材をエッチング除去することにより、前記マスク材で覆われた前記第２素子領
域が位置するゲート絶縁膜部分が露出する。
【００１７】
　前記第１工程、第２工程でのマスク材のエッチングは、湿式エッチング法またはケミカ
ルドライエッチング法を採用することが好ましい。このような湿式エッチング法またはケ
ミカルドライエッチング法を採用することにより、プラズマエッチング法に比べて下地の
ゲート絶縁膜へのエッチングダメージを低減することが可能になる。
【００１８】
　（第３工程）
　前記パターン状の第１導電材料膜を含む前記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕
事関数の異なる第２導電材料膜を形成する。この時、第２導電材料膜の一部は前記第２素
子領域に位置するゲート絶縁膜部分に直接接する。つづいて、前記パターン状の第１導電
材料膜および第２導電材料膜を例えばレジストパターンをマスクとしたリアクティブイオ
ンエッチング（ＲＩＥ）によりパターニングすることにより前記第１素子領域のゲート絶
縁膜上に前記第１導電材料膜および第２導電材料膜の積層膜からなる第１ゲート電極を形
成すると共に、前記第２素子領域のゲート絶縁膜上に前記第２導電材料膜からなる第２ゲ
ート電極を形成する。形成された第１ゲート電極は、績層構造を有するが、その仕事関数
はゲート絶縁膜に接する第１導電材料膜により決定される。
【００１９】
　前記第１、第２の導電材料膜において、ＮＭＯＳ側の導電材料としては例えばＴｉＮ、
ＷＮ，ＴａＮ，ＭｏＳｉ，ＷＳｉなどの仕事関数が４．６ｅＶ未満の金属、金属の窒化物
、シリサイド、合金などの金属材料が適している。また、ＰＭＯＳ側の導電材料としては
例えばＷ，Ｔａ，Ｐｔ，Ｍｏなどの仕事関数が４．６ｅＶ以上の金属、シリサイド、合金
などの金属材料を使うのが適している。ただし、必ずしも前記材料、仕事関数に限定され
るものではない。また、同じ金属材料でも成膜条件により仕事関数が異なる場合があるの
で上げた例は一例に過ぎない。例えばＷは、仕事関数が４．３～５．２の間で変化するこ
とが知られているため、ＮＭＯＳ、ＰＭＯＳ両方に使用できる場合もある。
【００２０】
　以上、第１実施形態によれば仕事関数の異なる導電材料を有する第１、第２のゲート電
極を備えた半導体装置を製造することができる。
【００２１】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極下のゲート絶縁膜は１回のみの成膜工
程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金属ゲートを形成
する毎にゲート絶縁膜を形成、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程が必要である場合に
比べて、半導体装置の製造工程の簡略化、量産化が可能になる。
【００２２】
　さらに、ゲート絶縁膜を例えば６００℃以上の高温で成膜しても、仕事関数の異なる第
１、第２のゲート電極はこのゲート絶縁膜の成膜後に形成するため、その成膜工程でのゲ
ート電極への熱影響を回避でき、信頼性の高い半導体装置を製造できる。
【００２３】
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　 (第２実施形態 )
　 (第１工程 )
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上の層間絶縁膜に複数のゲート溝
をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板表面をそれぞれ露出させるよう
に形成する。つづいて、これらゲート溝を含む全面にゲート絶縁膜を形成する。ひきつづ
き、このゲート絶縁膜の全面にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有するマス
ク材を形成する。この後、前記マスク材を選択的にエッチングして前記第１素子領域に位
置する前記ゲート溝のゲート絶縁膜部分を露出させるための開口部を形成する。
【００２４】
　前記第１素子領域および第２素子領域は、例えば前記半導体基板に形成した薄溝型素子
分離領域で分離する。
【００２５】
　前記層間絶縁膜は、例えばシリコン酸化膜を用いることができる。
【００２６】
　前記ゲート絶縁膜およびマスク材は、前記第１実施形態で説明したのと同様な材料のも
のを用いることができる。
【００２７】
　 (第２工程 )
　前記開口部を含むマスク材の全面に第１導電材料膜を形成する。つづいて、この第１導
電材料膜をパターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝を含む前記開口部
内にパターン状の第１導電材料膜を形成する。同時に、前記マスク材が露出される。この
後、露出したマスク材をエッチング除去して第２素子領域に位置するゲート溝を露出させ
る。
【００２８】
　前記パターン状の第１導電材料膜は、例えば１）レジストパターンをマスクとしたリア
クティブイオンエッチング（ＲＩＥ）によりパターニングする方法、２）前記第１導電材
料膜を前記開口部を除く前記マスク材表面が露出するまで化学機械研磨（ＣＭＰ： Chemic
al Mechanical polishing）する方法、を採用することができる。特に、２）の方法は１
）の方法に比べて工程の簡略化を図ることが可能になる。
【００２９】
　前記第１工程、第２工程でのマスク材のエッチングは、湿式エッチング法またはケミカ
ルドライエッチング法を採用することが好ましい。このような湿式エッチング法またはケ
ミカルドライエッチング法を採用することにより、プラズマエッチング法に比べて下地の
ゲート絶縁膜へのエッチングダメージを低減することが可能になる。
【００３０】
　 (第３工程 )
　前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置するゲート溝を含む前
記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電材料膜を形成する。
この時、第２導電材料膜の一部は前記第２素子領域に位置するゲート溝内のゲート絶縁膜
部分に直接接する。つづいて、前記パターン状の第１導電材料膜および第２導電材料膜を
例えばレジストパターンをマスクとしたＲＩＥによりパターニングすることにより前記第
１素子領域のゲート溝内にゲート絶縁膜を介して第１導電材料膜が埋め込まれた構造の第
１ゲート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内にゲート絶縁膜を介して
第２導電材料膜が埋め込まれた構造の第２ゲート電極を形成する。形成された第１ゲート
電極は、績層構造を有するが、その仕事関数はゲート絶縁膜に接する第１導電材料膜によ
り決定される。
【００３１】
　前記第１、第２の導電材料膜において、ＮＭＯＳ側の導電材料としては例えばＴｉＮ、
ＷＮ，ＴａＮ，ＭｏＳｉ，ＷＳｉなどの仕事関数が４．６ｅＶ未満の金属、金属の窒化物
、シリサイド、合金などの金属材料が適している。また、ＰＭＯＳ側の導電材料としては
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例えばＷ，Ｔａ，Ｐｔ，Ｍｏなどの仕事関数が４．６ｅＶ以上の金属、シリサイド、合金
などの金属材料を使うのが適している。ただし、必ずしも前記材料、仕事関数に限定され
るものではない。また、同じ金属材料でも成膜条件により仕事関数が異なる場合があるの
で上げた例は一例に過ぎない。例えばＷは、仕事関数が４．３～５．２の間で変化するこ
とが知られているため、ＮＭＯＳ、ＰＭＯＳ両方に使用できる場合もある。
【００３２】
　なお、前記第１、第２のゲート電極の形成において前記第２導電材料膜、パターン状の
第１導電材料膜およびゲート絶縁膜を前記各ゲート溝を除く前記層間絶縁膜の表面が露出
するまでＣＭＰ処理することによって、前記第１素子領域のゲート溝内にゲート絶縁膜を
介して第１導電材料からなる第１ゲート電極を埋め込むと共に、前記第２素子領域のゲー
ト溝内にゲート絶縁膜を介して第２導電材料からなる第２ゲート電極を埋め込んでもよい
。このような方法によれば、第１、第２のゲート電極を形成した後の表面を平坦化するこ
とが可能になる。
【００３３】
　以上、第２実施形態によれば少なくともゲート溝にゲート絶縁膜を介して仕事関数の異
なる導電材料が埋め込まれた第１、第２のゲート電極を備えた半導体装置を製造すること
ができる。
【００３４】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極下のゲート絶縁膜は１回のみの成膜工
程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金属ゲートを形成
する毎にゲート絶縁膜を形成、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程が必要である場合に
比べて、半導体装置の製造工程の簡略化、量産化が可能になる。
【００３５】
　さらに、ゲート絶縁膜を例えば６００℃以上の高温で成膜しても、仕事関数の異なる第
１、第２のゲート電極はこのゲート絶縁膜の成膜後に形成するため、その成膜工程でのゲ
ート電極への熱影響を回避でき、信頼性の高い半導体装置を製造できる。
【００３６】
　（第３実施形態）
　（第１工程）
　第１素子領域および第２素子領域を有する半導体基板上の層間絶縁膜に複数のゲート溝
をそれら底部に前記各素子領域が位置する前記半導体基板表面をそれぞれ露出させるよう
に形成する。つづいて、これらゲート溝を含む全面にゲート絶縁膜を形成する。ひきつづ
き、各ゲート溝内のゲート絶縁膜上にこのゲート絶縁膜に対してエッチング選択比を有す
るマスク材をそれぞれ選択的に形成する。つまり，マスク材を前記ゲート溝内に埋め込む
。
【００３７】
　前記第１素子領域および第２素子領域は、例えば前記半導体基板に形成した薄溝型素子
分離領域で分離する。
【００３８】
　前記層間絶縁膜は、例えばシリコン酸化膜を用いることができる。
【００３９】
　前記ゲート絶縁膜およびマスク材は、前記第１実施形態で説明したのと同様な材料のも
のを用いることができる。
【００４０】
　各ゲート溝内へのマスク材の選択的な形成は、例えば全面にマスク材を形成した後、こ
のマスク材を前記ゲート溝を除く前記層間絶縁膜上のゲート絶縁膜が露出するまでＣＭＰ
処理する方法を採用することができる。
【００４１】
　（第２工程）
　前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝内のマスク材を選択的にエッチング除去して
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そのゲート溝内のゲート絶縁膜部分を露出させる。つづいて、この露出したゲート溝内の
ゲート絶縁膜、前記層間絶縁膜および残存したマスク材の上に薄い第１導電材料膜を形成
する。この第１導電材料膜をパターニングして前記第１素子領域に位置する前記ゲート溝
内のゲート絶縁膜を含む前記層間絶縁膜上にパターン状の第１導電材料膜を形成する。同
時に、残存したマスク材を露出させる。
【００４２】
　前記パターン状の第１導電材料膜は、例えばレジストパターンをマスクとしたＲＩＥに
よりパターニングする方法を採用することができる。
【００４３】
　（第３工程）
　露出した残存マスク材をエッチング除去して前記第２素子領域に位置するゲート溝を露
出させる。つづいて、前記パターン状の第１導電材料膜および前記第２素子領域に位置す
るゲート溝を含む前記ゲート絶縁膜上に前記第１導電材料膜と仕事関数の異なる第２導電
材料膜を形成する。この時、第２導電材料膜の一部は前記第２素子領域に位置するゲート
溝内のゲート絶縁膜部分に直接接する。ひきつづき、前記パターン状の第１導電材料膜お
よび第２導電材料膜を例えばレジストパターンをマスクとしたＲＩＥによりパターニング
することにより前記第１素子領域のゲート溝内にゲート絶縁膜を介して第１導電材料膜が
埋め込まれた構造の第１ゲート電極を形成すると共に、前記第２素子領域のゲート溝内に
ゲート絶縁膜を介して第２導電材料膜が埋め込まれた構造の第２ゲート電極を形成する。
形成された第１ゲート電極は、績層構造を有するが、その仕事関数はゲート絶縁膜に接す
る第１導電材料膜により決定される。
【００４４】
　前記第２工程、第３工程でのマスク材のエッチング除去は、湿式エッチング法またはケ
ミカルドライエッチング法を採用することが好ましい。このような湿式エッチング法また
はケミカルドライエッチング法を採用することにより、プラズマエッチング法に比べて下
地のゲート絶縁膜へのエッチングダメージを低減することが可能になる。
【００４５】
　前記第１、第２の導電材料膜において、ＮＭＯＳ側の導電材料としては例えばＴｉＮ、
ＷＮ，ＴａＮ，ＭｏＳｉ，ＷＳｉなどの仕事関数が４．６ｅＶ未満の金属、金属の窒化物
、シリサイド、合金などの金属材料が適している。また、ＰＭＯＳ側の導電材料としては
例えばＷ，Ｔａ，Ｐｔ，Ｍｏなどの仕事関数が４．６ｅＶ以上の金属、シリサイド、合金
などの金属材料を使うのが適している。ただし、必ずしも前記材料、仕事関数に限定され
るものではない。また、同じ金属材料でも成膜条件により仕事関数が異なる場合があるの
で上げた例は一例に過ぎない。例えばＷは、仕事関数が４．３～５．２の間で変化するこ
とが知られているため、ＮＭＯＳ、ＰＭＯＳ両方に使用できる場合もある。
【００４６】
　なお、前記第１、第２のゲート電極の形成において前記第２導電材料膜、パターン状の
第１導電材料膜およびゲート絶縁膜を前記各ゲート溝を除く前記層間絶縁膜の表面が露出
するまでＣＭＰ処理することによって、前記第１素子領域のゲート溝内にゲート絶縁膜を
介して第１導電材料からなる第１ゲート電極を埋め込むと共に、前記第２素子領域のゲー
ト溝内にゲート絶縁膜を介して第２導電材料からなる第２ゲート電極を埋め込んでもよい
。このような方法によれば、第１、第２のゲート電極を形成した後の表面を平坦化するこ
とが可能になる。
【００４７】
　以上、第３実施形態によれば少なくともゲート溝にゲート絶縁膜を介して仕事関数の異
なる導電材料が埋め込まれた第１、第２のゲート電極を備えた半導体装置を製造すること
ができる。
【００４８】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極下のゲート絶縁膜は１回のみの成膜工
程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金属ゲートを形成
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する毎にゲート絶縁膜を形成、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程が必要である場合に
比べて、半導体装置の製造工程の簡略化、量産化が可能になる。
【００４９】
　さらに、ゲート絶縁膜を例えば６００℃以上の高温で成膜しても、仕事関数の異なる第
１、第２のゲート電極はこのゲート絶縁膜の成膜後に形成するため、その成膜工程でのゲ
ート電極２０、２１への熱影響を回避でき、信頼性の高い半導体装置を製造できる。
【００５０】
　以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【００５１】
　（実施例１）
　まず、図１の (Ａ )に示すようにＮ型の半導体基板 (例えばＮ型シリコンウェハ )１にバッ
ファ酸化膜、窒化シリコン膜 (いずれも図示せず )を形成し、この窒化シリコン膜上にレジ
ストパターンを形成し、このレジストパターンをマスクとして窒化シリコン膜を選択的に
エッチングして前記バッファ酸化膜の素子領域に窒化シリコン膜パターンを形成した。こ
の窒化シリコン膜パターンをマスクとしてリアクティブイオンエッチングにより前記バッ
ファ酸化膜およびシリコンウェハ１をエッチングして溝を形成した。つづいて、全面の酸
化シリコン膜を堆積し、ＣＭＰ処理を施して窒化シリコン膜パターン上面まで平坦化する
。その後、窒化シリコン膜パターンとバッファ酸化膜を除去することにより図１の（Ａ）
の左側から第１素子領域２、第２素子領域３に分離するための浅溝型素子分離 (ＳＴＩ )領
域４を形成した。つづいて、前記第１素子領域２にＰ型不純物、例えばボロンをイオン注
入し、活性化することによりＰ型素子領域とした。なお、前記第２素子領域３はＮ型素子
領域となる。必要に応じて、シリコンウェハ１の各素子領域２，３にチャンネル制御のた
めのＰ型またはＮ型不純物、例えばボロンまたはリンのイオン注入、活性化アニールを実
施して各素子領域２，３の不純物濃度の調整を行った。ひきつづき、前記バッファ酸化膜
を除去し、ＣＶＤ法により例えば厚さ４～８ｎｍのＴａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜５を前
記シリコンウェハ１の各素子領域２，３上に形成した。
【００５２】
　次いで、図１の（Ｂ）に示すように全面にマスク材である厚さ１０～５０ｎｍのＴＥＯ
Ｓ膜６を堆積した後、前記Ｐ型素子領域２に対応する箇所が開口されたレジストパターン
７を形成した。このＴＥＯＳ膜６の堆積時（成膜時）の温度を６００℃以下に抑えること
により、前記Ｔａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜５の劣化を低減することができる。つづいて
、図１の（Ｃ）に示すように前記レジストパターン７をマスクとして前記ＴＥＯＳ膜６を
例えばフッ酸水溶液で選択的に湿式エッチングして前記Ｐ型素子領域２に位置する前記ゲ
ート絶縁膜５部分を露出させるための開口部８を形成した。このＴＥＯＳ膜６の選択的な
エッチングにおいて、フッ酸水溶液による湿式エッチングを採用することにより、その下
地であるゲート絶縁膜５へのダメージを抑えることができた。ひきつづき、前記レジスト
パターン７を剥離除去した後、ＣＶＤ法により全面に第１導電材料膜である例えば厚さ１
０ｎｍの窒化チタン膜（ＴｉＮ膜）９を堆積した。この時、ＴｉＮ膜９の一部は前記ＴＥ
ＯＳ膜６の開口部８から露出され、Ｐ型素子領域２に位置するゲート絶縁膜５部分の上に
形成された。また、Ｎ型素子領域３側は前記ＴＥＯＳ膜６で覆われているため、そのゲー
ト絶縁膜５部分へのＴｉＮ膜９の直接的な接触を回避してＴａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜
５の影響を防ぐことができた。
【００５３】
　次いで、図１の（Ｄ）に示すように図示しないレジストパターンをマスクとして前記Ｔ
ｉＮ膜９を例えば過酸化水溶液で選択的に湿式エッチングして前記Ｐ型素子領域２に位置
する前記ゲート絶縁膜５部分の上にパターン状のＴｉＮ膜１０を形成した。この時、Ｎ型
素子領域３に位置するゲート絶縁膜５は前記マスク材６で覆われているため、エッチャン
トである前記過酸化水溶液に接するのを防止され，成膜時の良好な膜質を維持できた。ま
た、前記マスク材であるＴＥＯＳ膜６が露出した。つづいて、図２の（Ｅ）に示すように
露出したＴＥＯＳ膜６を例えばフッ酸水溶液で湿式エッチングして除去した後、全面に例
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えば厚さ２５０ｎｍのタングステン（Ｗ）膜１１を堆積した。このようなＴＥＯＳ膜６の
除去において、フッ酸水溶液による湿式エッチングを採用することにより、その下地であ
るゲート絶縁膜４３へのダメージを抑えることができた。また、堆積された前記Ｗ膜１１
の一部はＮ型素子領域３に位置するゲート絶縁膜５部分の上に形成された。
【００５４】
　次いで、図示しないレジストパターンをマスクとして前記Ｗ膜１１およびパターン状の
ＴｉＮ膜１０、Ｗ膜１１単独をそれぞれＲＩＥのような異方性エッチングにより選択的に
除去してＰ型素子領域２のゲート絶縁膜５上にＴｉＮ膜１０およびＷ膜１１からなる第１
ゲート電極１２を形成した。同時に、Ｎ型素子領域３のゲート絶縁膜５上にＷからなり、
第１ゲート電極１２と一端側で接続された第２ゲート電極１３を形成した。この後、レジ
ストパターンを剥離、除去し、再度、図示しないレジストパターンをＮ型素子領域３に形
成し、このレジストパターンおよび第１ゲート電極１２をマスクとしてＮ型不純物、例え
ば砒素をＰ型素子領域２にイオン注入し、活性化してＮ型のソース、ドレイン拡散層１４
，１５を形成した。ひきつづき、レジストパターンを剥離、除去し、再度、図示しないレ
ジストパターンをＰ型素子領域２に形成し、このレジストパターンおよび第２ゲート電極
１３をマスクとしてＰ型不純物、例えばボロンをＮ型素子領域３にイオン注入し、活性化
してＰ型のソース、ドレイン拡散層１６，１７を形成した（図２の（Ｆ）図示）。その後
、図示しないが、全面に酸化シリコン膜のような層間絶縁膜を堆積し、前記Ｎ型のソース
、ドレイン拡散層およびＰ型のソース、ドレイン拡散層に対応する層間絶縁膜部分にコン
タクトホールを開口した。Ｔｉ／ＴｉＮをコンタクトホールから露出するシリコンウェハ
に堆積し、アニールして前記ウェハと反応させ、シリサイド化させて接触抵抗を低減した
。ひきつづき、Ａｌ膜の堆積、パターニングにより前記コンタクトホールを通して前記Ｎ
型のソース、ドレイン拡散層およびＰ型のソース、ドレイン拡散層に接続される配線を前
記層間絶縁膜上に形成することにより、ＴｉＮを主たるゲート材料とする第１ゲート電極
を有するＮＭＯＳとＷを主たるゲート材料とする第２ゲート電極を有するＰＭＯＳを備え
た相補型ＭＯＳ半導体装置（ＣＭＯＳ）を製造した。
【００５５】
　このような実施例１によれば、窒化チタン (ＴｉＮ )を主たるゲート材料とする第１ゲー
ト電極１２を有するＮＭＯＳとタングステン (Ｗ）を主たるゲート材料とする第２ゲート
電極１３を有するＰＭＯＳとを１チップ上に形成することができるため、しきい値スイン
グのような性能を犠牲にすることなく、低しきい値を持つ高性能のＣＭＯＳを製造できた
。
【００５６】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極１２，１３下のゲート絶縁膜５を１回
のみの成膜工程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金属
ゲートを形成する毎にゲート絶縁膜を形成する、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程、
が必要である、場合に比べてＣＭＯＳを量産的に製造できた。
【００５７】
　さらに、ゲート絶縁膜５の形成後においてそのゲート絶縁膜５（ＭＯＳＦＥＴとして機
能するゲート絶縁膜部分）はＴｉＮ膜９のパターニング時にマスク材であるＴＥＯＳ膜６
で覆われているため、そのパターニング時のエッチャントである過酸化水溶液に接するの
を防止して良好な膜質のゲート絶縁膜５を有するＣＭＯＳを製造できた。
【００５８】
　さらに、ゲート絶縁膜５を高誘電率材料であるＴａ 2Ｏ 5から作ることによって、その膜
厚を例えば４～８ｎｍと厚くすることが可能になるため、トンネルリークを抑制ないし防
止して高信頼性のＣＭＯＳを製造できた。
【００５９】
　 (実施例２ )
　まず、図３の (Ａ )に示すようにＮ型の半導体基板 (例えばＮ型シリコンウェハ )２１に前
述した実施例１と同様な方法で左側から第１，第２の素子領域２２、２３に分離するため
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の浅溝型素子分離 (ＳＴＩ )領域２４を形成した。つづいて、前記第１素子領域２２にＰ型
不純物、例えばボロンをイオン注入し、活性化することによりＰ型素子領域とした。なお
、前記第２素子領域２３はＮ型素子領域となる。必要に応じて、シリコンウェハ２１の各
素子領域２２，２３にチャンネル制御のためのＰ型またはＮ型不純物、例えばボロンまた
はリンのイオン注入、活性化アニールを実施して各素子領域２２，２３の不純物濃度の調
整を行った。なお、チャンネルイオン注入は通常、ゲート電極の形成前に行なわれるが、
ダマシンゲートプロセスでは後述するゲート溝を形成した後での実施できるために必ずし
もこの段階で行わなくてもよい。つづいて、バッファ酸化膜を残存させた状態で全面にＣ
ＶＤ法により厚さ２００ｎｍの多結晶シリコン膜、厚さ４０ｎｍの窒化シリコン膜のこの
順序で堆積した。ひきつづき、図示しないレジストパターンを前記窒化シリコン膜上に形
成し、ＲＩＥ等の異方性エッチングにより前記窒化シリコン膜および多結晶シリコン膜を
エッチングし、前記各素子領域２２，２３に多結晶シリコン膜２５および窒化シリコン膜
２６の積層膜からなるダミーゲート２７を形成した。このダミ－ゲート２７は、例えば前
記Ｐ型素子領域２２およびＮ型素子領域２３をそれぞれ横切るように平面的に見て略Ｕ形
をなしている。レジストパターンを剥離、除去し、再度、図示しないレジストパターンを
Ｎ型素子領域２３に形成し、このレジストパターンおよびＰ型素子領域２２側に位置する
ダミーゲート２７部分をマスクとしてＮ型不純物、例えば砒素をＰ型素子領域２２にイオ
ン注入し、活性化して低濃度のＮ型のソース、ドレイン拡散層２８，２９を形成した。ひ
きつづき、レジストパターンを剥離、除去し、再度、図示しないレジストパターンをＰ型
素子領域２２に形成し、このレジストパターンおよびＮ型素子領域２３側のダミーゲート
２７部分をマスクとしてＰ型不純物、例えばボロンをＮ型素子領域２３にイオン注入し、
活性化して低濃度のＰ型のソース、ドレイン拡散層３０，３１を形成した。
【００６０】
　次いで、前記ダミーゲート２７を含むシリコンウェハ２１上に厚さ２０ｎｍの窒化シリ
コン膜３２、厚さ７０ｎｍの酸化シリコン膜を順次堆積した後、酸化シリコン膜をＲＩＥ
などの異方性エッチングを施した。この時、図３の（Ｂ）に示すように前記ダミーゲート
２７の側面に酸化シリコンからなる側壁３３が形成された。つづいて、図示しないレジス
トパターンをＮ型素子領域２３に形成し、このレジストパターン、Ｐ型素子領域２２側に
位置するダミーゲート２７部分および側壁３３をマスクとしてＮ型不純物、例えば砒素を
Ｐ型素子領域２２にイオン注入し、活性化して高濃度のＮ型のソース、ドレイン拡散層３
４，３５を形成した。ひきつづき、レジストパターンを剥離、除去し、再度、図示しない
レジストパターンをＰ型素子領域２２に形成し、このレジストパターン、Ｎ型素子領域２
３側のダミーゲート２７部分および側壁３３をマスクとしてＰ型不純物、例えばボロンを
Ｎ型素子領域２３にイオン注入し、活性化して高濃度のＰ型のソース、ドレイン拡散層３
７，３７を形成した。このような工程によりＰ型素子領域２２およびＮ型素子領域２３に
ＬＤＤ構造のソース、ドレインがそれぞれ形成された。なお、Ｔｉ，Ｃｏなどのシリサイ
ドを前記ソース、ドレインに形成して低抵抗化することを許容する。
【００６１】
　次いで、図３の (Ｃ )に示すようにダミーゲート２７を含むシリコンウェハ２１全面に例
えば厚さ３００ｎｍの酸化シリコン膜を堆積させた後、前記酸化シリコン膜をダミーゲー
ト２７上面の窒化シリコン膜３２部分が露出するまでＣＭＰ処理を施して表面が平坦な第
１層の層間絶縁膜３８を形成した。つづいて、前記ダミーゲート２７上に露出した窒化シ
リコン膜３２およびダミーゲート２７を構成する窒化シリコン膜２６を熱リン酸処理でそ
れぞれ除去し、多結晶シリコン膜２５をケミカルドライエッチング（ＣＤＥ）で除去し、
図示しないバッファ酸化膜を希フッ酸処理によりエッチングしてダミーゲート２７を除去
することにより図３の (Ｄ )に示すようにＰ型素子領域２２およびＮ型素子領域２３に一部
がそれぞれ延出され，平面的に見て略Ｕ形をなすゲート溝３９を形成した。なお、チャネ
ル部分の不純物濃度調整のイオン注入をダミーゲート形成前に行わなかった場合にはこの
時点でチャネル領域に不純物を導入することが可能である。
【００６２】
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　次いで、図４の (Ｅ )に示すように前記ゲート溝３９底面に露出したＰ型素子領域２２お
よびＮ型素子領域２３を含む前記第１層の層間絶縁膜３８上にＴａ 2Ｏ 5からなるゲート絶
縁膜４０を形成した。なお、Ｔａと各素子領域２２、２３のシリコンとの反応を防ぐため
にゲート絶縁膜４０の形成に先立って、例えば各素子領域２２、２３のシリコン表面を窒
化処理して界面層を形成することが好ましい。これらのゲート絶縁膜４０の形成後に必要
に応じて膜質を改善するためポストアニールを行うことを許容する。前記Ｔａ 2Ｏ 5の代わ
りに酸化シリコンからなるゲート絶縁膜を形成する場合には、前記バッファ酸化膜を除去
した後に前記ゲート溝３９底面に露出したシリコンウェハ２１を酸化することによりゲー
ト絶縁膜を形成してもよい。つづいて、前記ゲート溝３９内を含む第１層の層間絶縁膜３
８にＴＥＯＳ膜４１をゲート溝３９を埋め込む、例えば１００ｎｍの厚さに堆積した。こ
のＴＥＯＳ膜４１の堆積時（成膜時）の温度を６００℃以下に抑えることにより、前記Ｔ
ａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜４０の劣化を低減することができる。
【００６３】
　次いで、図４の（Ｆ）に示すように図示しないレジストパターンをマスクとして前記Ｔ
ＥＯＳ膜４１を例えばフッ酸水溶液で選択的に湿式エッチングして前記Ｐ型素子領域２２
に位置する前記ゲート絶縁膜４０部分を露出させるための開口部４２を形成した。このＴ
ＥＯＳ膜４１の選択的なエッチングにおいて、フッ酸水溶液による湿式エッチングを採用
することにより、その下地であるゲート絶縁膜４０へのダメージを抑えることができた。
ひきつづき、前記レジストパターンを剥離除去した後、ＣＶＤ法により全面に第１導電材
料膜である窒化チタン膜（ＴｉＮ膜）４３を前記ゲート溝３９および前記ＴＥＯＳ膜４１
の開口部４２を埋め込む、例えば１０ｎｍの厚さに堆積した。この時、ＴｉＮ膜４３の一
部は前記ＴＥＯＳ膜４１の開口部４２および前記ゲート溝３９から露出され、Ｐ型素子領
域２２に位置するゲート絶縁膜４０部分の上に形成された。また、Ｎ型素子領域２３側の
ゲート溝３９は前記ＴＥＯＳ膜４１で覆われているため、そのゲート溝３９内に位置する
ゲート絶縁膜４０部分へのＴｉＮ膜４３の直接的な接触を回避してＴａ 2Ｏ 5からなるゲー
ト絶縁膜４０の影響を防ぐことができた。
【００６４】
　次いで、前記ＴｉＮ膜４３をＣＭＰ処理することにより図４の（Ｇ）に示すように前記
ＴＥＯＳ膜４１の開口部４２および前記Ｐ型素子領域２２側のゲート溝３９内に前記ＴＥ
ＯＳ膜４１と面一な埋め込みＴｉＮ膜４４を形成した。つづいて、図４の（Ｈ）に示すよ
うに露出したＴＥＯＳ膜４１を例えばフッ酸水溶液で湿式エッチングして除去した後、全
面にタングステン（Ｗ）膜４５を露出した前記ゲート溝３９を埋め込む、例えば５０ｎｍ
の厚さに堆積した。このようなＴＥＯＳ膜４１の除去において、フッ酸水溶液による湿式
エッチングを採用することにより、その下地であるゲート絶縁膜４０へのダメージを抑え
ることができた。また、堆積された前記Ｗ膜４５の一部はＮ型素子領域２３に位置するゲ
ート絶縁膜４０部分の上に形成された。
【００６５】
　次いで、前記Ｗ膜４５および埋め込みＴｉＮ膜４５を前記第１層の層間絶縁膜３８上の
ゲート絶縁膜４０部分が露出すまでＣＭＰ処理を施し、さらに露出したゲート絶縁膜４０
部分をＣＭＰ処理した。これにより前記第１層の層間絶縁膜３８の前記Ｐ型素子領域２２
側に位置するゲート溝３９内にＴｉＮからなる第１ゲート電極４６を前記層間絶縁膜３８
と面一に形成した。同時に、前記第１層の層間絶縁膜３８の前記Ｎ型素子領域２３側に位
置するゲート溝３９内にＷからなる第２ゲート電極４７を前記層間絶縁膜３８と面一に形
成した（図５の（Ｉ）、図６および図７図示）。なお、図６は図５の（Ｉ）の平面図、図
７は図６の VII－ VII線に沿う断面図である。前記第１，第２のゲート電極４６，４７は図
６および図７に示すように一端側で互いに繋がって，平面から見て略Ｕ形をなしている。
【００６６】
　その後、図示しないが、全面に酸化シリコン膜のような第２層目の層間絶縁膜を堆積し
、高濃度の前記Ｎ型のソース、ドレイン拡散層およびＰ型のソース、ドレイン拡散層に対
応する第１層、第２層の層間絶縁膜部分にコンタクトホールを開口した。Ｔｉ／ＴｉＮを
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コンタクトホールから露出するシリコンウェハに堆積し、アニールして前記ウェハと反応
させ、シリサイド化させて接触抵抗を低減した。ひきつづき、Ａｌ膜の堆積、パターニン
グにより前記コンタクトホールを通して前記Ｎ型のソース、ドレイン拡散層およびＰ型の
ソース、ドレイン拡散層に接続される配線を前記第２層の層間絶縁膜上に形成することに
より、ＴｉＮからなる第１ゲート電極４６を有するＮＭＯＳとＷからなり、前記第１ゲー
ト電極４６と一端側で接続された第２ゲート電極４７を有するＰＭＯＳを備えた相補型Ｍ
ＯＳ半導体装置（ＣＭＯＳ）を製造した。
【００６７】
　このような実施例２によれば、第１層の層間絶縁膜３８のゲート溝３９に仕事関数の異
なる窒化チタン (ＴｉＮ）からなる第１ゲート電極４６およびタングステン (Ｗ）からなる
第２ゲート電極４７が互いに接続して埋め込まれたＰＭＯＳとＮＭＯＳとを１チップ上に
形成することができ、しきい値スイングのような性能を犠牲にすることなく、低しきい値
を持つ高性能で表面が平坦なＣＭＯＳを製造できた。
【００６８】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極４６，４７下のゲート絶縁膜４０を１
回のみの成膜工程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金
属ゲートを形成する毎にゲート絶縁膜を形成する、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程
が必要である、場合に比べてＣＭＯＳを量産的に製造できた。
【００６９】
　さらに、ゲート絶縁膜４０の形成後においてＮ型素子領域２３に位置するゲート絶縁膜
４０部分はＴｉＮ膜４３の堆積時にマスク材であるＴＥＯＳ膜４１で覆われているため、
ＴｉＮ膜４３の直接的な接触を回避でき、良好な膜質のゲート絶縁膜４０を有するＣＭＯ
Ｓを製造できた。
【００７０】
　さらに、ゲート絶縁膜４０を高誘電率材料であるＴａ 2Ｏ 5から作ることによって、その
膜厚を例えば４～８ｎｍと厚くすることが可能になるため、トンネルリークを抑制ないし
防止して高信頼性のＣＭＯＳを製造できた。
【００７１】
　前述した実施例２では、第１、第２のゲート電極４６，４７を第１層の層間絶縁膜３８
のゲート溝３９内に埋め込んだ構造にしたが、これに限定されない。例えば、前述した図
４の（Ｈ）の工程でＷ膜４５を堆積した後、Ｗ膜４５、埋め込みＴｉＮ膜４４およびゲー
ト絶縁膜４０をＣＭＰ処理する代わりにレジストパターンをマスクとするＲＩＥを行なっ
て、図８に示すようにＴｉＮ膜４４およびＷ膜４４からなり、ゲート溝３９内に一部が埋
め込まれると共に、前記層間絶縁膜３８表面から突出した第１ゲート電極４８を形成し，
かつＷからなり、ゲート溝３９内に一部が埋め込まれると共に、前記層間絶縁膜３８表面
から突出した第２ゲート電極４９を形成してもよい。
【００７２】
　 (実施例３ )
　前述した実施例２と同様な方法によりＰ型素子領域２２およびＮ型素子領域２３に一部
がそれぞれ延出され，平面的に見て略Ｕ形をなすゲート溝３９を形成した。つづいて、前
記ゲート溝３９底面に露出したＰ型素子領域２２およびＮ型素子領域２３を含む層間絶縁
膜３８上にＴａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜４０を形成した。ひきつづき、前記ゲート溝３
９内を含む第１層の層間絶縁膜３８にマスク材であるＴＥＯＳ膜４１をそのゲート溝３９
を埋め込む、例えば１００ｎｍの厚さに堆積した（図９の（Ａ）図示）。
【００７３】
　次いで、図９の（Ｂ）に示すように前記ＴＥＯＳ膜４１を前記第１層の層間絶縁膜３８
上のゲート絶縁膜４０部分が露出すまでＣＭＰ処理を施すことによって、前記ゲート溝３
９内にＴＥＯＳ埋め込み材５１を形成した。つづいて、図９の（Ｃ）に示すようにＰ型素
子領域２２に位置する前記ゲート溝３９部分内のＴＥＯＳ埋め込み材 部分を例えばフ
ッ酸水溶液で湿式エッチングにより選択的に除去してＰ型素子領域２２に位置する前記ゲ
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ート溝３９部分内のゲート絶縁膜４０部分を露出させた。このようなＴＥＯＳ埋め込み材
の選択的な除去において、フッ酸水溶液による湿式エッチングを採用することにより

、その下地であるゲート絶縁膜４０へのダメージを抑えることができた。
【００７４】
　次いで、図９の（Ｄ）に示すように前記露出したゲート溝３９を含む全面にＣＶＤ法に
より全面に第１導電材料膜である例えば厚さ１０ｎｍの窒化チタン膜（ＴｉＮ膜）６２を
堆積した。このＴｉＮ膜５２は、仕事関数を決定するだけであるので１０ｎｍと薄膜であ
ってもよい。この工程において、前記ＴｉＮ膜５２の一部は前記Ｐ型素子領域２２に位置
する露出したゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分の上に形成された。また、Ｎ型素子
領域２３に位置するゲート溝３９は残存したＴＥＯＳ埋め込み材５１’で覆われているた
め、そのゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分へのＴｉＮ膜５２の直接的な接触を回避
してＴａ 2Ｏ 5からなるゲート絶縁膜４０の影響を防ぐことができた。
【００７５】
　次いで、図１０の（Ｅ）に示すように前記ＴｉＮ膜５２を図示しないレジストパターン
をマスクとしてＮ型素子領域２３に位置するゲート溝３９内の残存したＴＥＯＳ埋め込み
材５１’が露出すように図示しないレジストパターンをマスクとして前記ＴｉＮ膜５２を
例えば過酸化水溶液で選択的に湿式エッチングしてパターン状のＴｉＮ膜５３を形成した
。この時、Ｎ型素子領域２３に位置するゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分は残存し
たＴＥＯＳ埋め込み材５１’で覆われているため、エッチャントである前記過酸化水溶液
に接するのを防止され，成膜時の良好な膜質を維持できた。つづいて、露出した残存ＴＥ
ＯＳ埋め込み材５１’部分を例えばフッ酸水溶液で湿式エッチングにより選択的に除去し
て前記ゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分を露出させた。このようなＴＥＯＳ埋め込
み材５１’部分の選択的な除去において、フッ酸水溶液による湿式エッチングを採用する
ことにより、その下地であるゲート絶縁膜４０へのダメージを抑えることができた。
【００７６】
　次いで、図１０の（Ｆ）に示すように全面にタングステン（Ｗ）膜５４を露出した前記
ゲート溝３９部分を埋め込む、例えば５０ｎｍの厚さに堆積した。堆積された前記Ｗ膜５
４の一部は、Ｎ型素子領域２３に位置するゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分の上に
形成された。
【００７７】
　次いで、前記Ｗ膜５４およびパターン状のＴｉＮ膜５３を前記第１層の層間絶縁膜３８
上のゲート絶縁膜４０部分が露出すまでＣＭＰ処理を施し、さらに露出したゲート絶縁膜
４０部分をＣＭＰ処理した。これにより前記第１層の層間絶縁膜３８の前記Ｐ型素子領域
２２側に位置するゲート溝３９内にＴｉＮ膜５３およびＷ膜５４からなる第１ゲート電極
５５を前記層間絶縁膜３８と面一に形成した。同時に、前記第１層の層間絶縁膜３８の前
記Ｎ型素子領域２３側に位置するゲート溝３９内にＷからなる第２ゲート電極５６を前記
層間絶縁膜３８と面一に形成した（図１０の（Ｇ）、図１１および図１２図示）。なお、
図１１は図１０の（Ｇ）の平面図、図１２は図１１の XII－ XII線に沿う断面図である。前
記第１，第２のゲート電極５５，５６は図１１および図１２に示すように一端側で互いに
繋がって，平面から見て略Ｕ形をなしている。
【００７８】
　その後、図示しないが、全面に酸化シリコン膜のような第２層目の層間絶縁膜を堆積し
、高濃度の前記Ｎ型のソース、ドレイン拡散層およびＰ型のソース、ドレイン拡散層に対
応する第１層、第２層の層間絶縁膜部分にコンタクトホールを開口した。Ｔｉ／ＴｉＮを
コンタクトホールから露出するシリコンウェハに堆積し、アニールして前記ウェハと反応
させ、シリサイド化させて接触抵抗を低減した。ひきつづき、Ａｌ膜の堆積、パターニン
グにより前記コンタクトホールを通して前記Ｎ型のソース、ドレイン拡散層およびＰ型の
ソース、ドレイン拡散層に接続される配線を前記第２層の層間絶縁膜上に形成することに
より、ＴｉＮ膜５３およびＷ膜５４からなる第１ゲート電極５５を有するＮＭＯＳとＷか
らなり、前記第１ゲート電極５５と一端側で接続されたる第２ゲート電極５６を有するＰ
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ＭＯＳを備えた相補型ＭＯＳ半導体装置（ＣＭＯＳ）を製造した。
【００７９】
　このような実施例３によれば、第１層の層間絶縁膜３８のゲート溝３９に仕事関数の異
なる窒化チタン (ＴｉＮ）を主たるゲート材料とする第１ゲート電極５５およびタングス
テン (Ｗ）を主たるゲート材料とする第２ゲート電極５６が埋め込まれたＰＭＯＳとＮＭ
ＯＳとを１チップ上に形成することができ、しきい値スイングのような性能を犠牲にする
ことなく、低しきい値を持つ高性能で表面が平坦なＣＭＯＳを製造できた。
【００８０】
　また、仕事関数の異なる第１、第２のゲート電極５５，５６下のゲート絶縁膜４０を１
回のみの成膜工程により形成できるため、従来のように仕事関数の異なる第１、第２の金
属ゲートを形成する毎にゲート絶縁膜を形成する、つまり２回のゲート絶縁膜の成膜工程
が必要である、場合に比べてＣＭＯＳを量産的に製造できた。
【００８１】
　さらに、ゲート絶縁膜４０の形成後においてＮ型素子領域２３に位置するゲート絶縁膜
４０部分はＴｉＮ膜５２の堆積時にマスク材である残存したＴＥＯＳ埋め込み材５１’で
覆われているため、ＴｉＮ膜５２の直接的な接触を回避できた。また、Ｎ型素子領域２３
に位置するゲート溝３９内のゲート絶縁膜４０部分はＴｉＮ膜５２のパターニング時に残
存したＴＥＯＳ埋め込み材５１’で覆われているため、そのパターニング時のエッチャン
トである過酸化水溶液に接するのを防止できた。その結果、良好な膜質のゲート絶縁膜４
０を有するＣＭＯＳを製造できた。
【００８２】
　さらに、ゲート絶縁膜４０を高誘電率材料であるＴａ 2Ｏ 5から作ることによって、その
膜厚を例えば４～８ｎｍと厚くすることが可能になるため、トンネルリークを抑制ないし
防止して高信頼性のＣＭＯＳを製造できた。
【００８３】
　前述した実施例３では、第１、第２のゲート電極５５，５６を第１層の層間絶縁膜３８
のゲート溝３９内に埋め込んだ構造にしたが、これに限定されない。例えば、前述した図
１０の（Ｆ）の工程でＷ膜５４を堆積した後、Ｗ膜５４、パターン状にＴｉＮ膜５３およ
びゲート絶縁膜４０をＣＭＰ処理する代わりにレジストパターンをマスクとするＲＩＥを
行なって、図１３に示すようにＴｉＮ膜５３およびＷ膜５４からなり、ゲート溝３９内に
一部が埋め込まれると共に、前記層間絶縁膜３８表面から突出した第１ゲート電極５７を
形成し，かつＷからなり、ゲート溝３９内に一部が埋め込まれると共に、前記層間絶縁膜
３８表面から突出した第２ゲート電極５８を形成してもよい。
【００８４】
　なお、本発明は前述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲で種々に変形して実施することができる。
【００８５】
　特にゲート電極の組合せについてはＷ、ＴｉＮに限定されるものではない。
【００８６】
　また、ゲート絶縁膜もＴａ 2Ｏ 5の他、シリコン酸化膜、シリコン窒化膜、高誘電体とシ
リコンとのシリケートなど限定されるものではない。
【００８７】
　さらに、本発明は２種類以上の異なる仕事関数を持つ半導体装置の製造方法であって、
必ずしも相補型ＭＯＳのＮＭＯＳとＰＭＯＳの各トランジスタの電極に限定されるもので
はない。例えば、トランジスタの電極とメモリ領域のコントロールゲートを異なる仕事関
数の金属で形成したい場合にも応用できる。また、ミッドギャップの電極とＮ型ゲートま
たはＰ型ゲートとのトランジスタの組み合わせも考えられる。
【００８８】
　さらに、ゲートの形状も例えばＵ字形としたが、これに限定されない。必ずしもひとつ
のゲート溝にＮＭＯＳ、ＰＭＯＳ両電極が形成される必要もない。一つのゲート溝にＮＭ
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ＯＳまたはＰＭＯＳだけの電極が形成される形態にしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上詳述したように、本発明によれば互いに仕事関数の異なる導電材料を主たるゲート
材料とする第１ゲート電極および第２ゲート電極をそれぞれ有する複数のトランジスタを
１チップ上に形成することができるため、しきい値スイングのような性能を犠牲にするこ
となく、低しきい値を持つ高性能の相補型ＭＯＳ半導体装置のような半導体装置を量産的
に製造し得る方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の実施例１における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図２】本発明の実施例１における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図３】本発明の実施例２における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図４】本発明の実施例２における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図５】本発明の実施例２における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図６】図５の相補型半導体装置を示す平面図。
【図７】図６の相補型半導体装置の VII－ VII線に沿う断面図。
【図８】本発明の実施例２における相補型半導体装置の変形例を示す断面図。
【図９】本発明の実施例３における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１０】本発明の実施例３における相補型半導体装置の製造工程を示す断面図。
【図１１】図１０の相補型半導体装置を示す平面図。
【図１２】図１１の相補型半導体装置の XII－ XII線に沿う断面図。
【図１３】本発明の実施例３における相補型半導体装置の変形例を示す断面図。
【符号の説明】
【００９１】
　１，２１…半導体基板（Ｎ型シリコンウェハ）、２，２２…Ｐ型素子領域、３，２３…
Ｎ型素子領域、４，２４…素子分離領域、５，４０…ゲート絶縁膜、６，４１…ＴＥＯＳ
膜（マスク材）、９，４３，５２…ＴｉＮ膜（第１導電材料膜）、１１，４５，５４…Ｗ
膜（第２導電材料膜）、１２，１３，４６，４７，４８，４９，５５，５６，５７，５８
…ゲート電極、１４，２８，３４…Ｎ型ソース拡散層、１５、２９，３５…Ｎ型ドレイン
拡散層、１６，３０，３６…Ｐ型ソース拡散層、１７，３１，３７…Ｐ型ドレイン拡散層
、２７…ダミーゲート、３９…ゲート溝、５１、５１’…ＴＥＯＳ埋め込み材。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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